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私たち｢小金井東部の環境を良く

する会｣は｢小金井市新焼却施設建

設場所選定等市民検討委員会(以下
市民検討委員会)｣の傍聴を続けてき
ましたが、以下のような｢声明｣を発

表する事をきめました。 
小金井市長は平成 19年 6月１０

日付けの文書で市民検討委員会委

員に「(前略)新焼却施設の建設候補
地（ジャノメミシン工場跡地および

二枚橋焼却場用地）のうちから建設

場所を選定してください。（後略）」

と諮問しました。 
しかし、二枚橋焼却場用地は調布

市（5100㎡）、小金井市（4100㎡）、
府中市（1800 ㎡）の 3 市を合わせ
て 11500㎡であり、小金井市のみで
は 4100㎡しかありません。従って、
調布市と府中市の土地を借りる等

をしなければ、焼却（処理）場は建

ちません。平成２０年 4月 20日の
市民検討委員会で一委員がこの点

を質すと、市は「（借りる約束は出

来ていないので）６月の答申に向け

て検討委員会のみなさまにご判断

いただけるよう、関係市と交渉を進

めてまいります。」と約束しました。 
ところが、平成 20 年６月２２日

の市民検討委員会で三上ごみ処理

部長は「（調布市、府中市が土地を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貸せる事の）可否については現時点

で答弁できない。」と答弁し、遅れ

て入室した市長は「折衝の余地はあ

ります。行政が責任を持って進める

予定でありますので、宜しくお願い

します」と答弁しました。このため

６月２８日に答申を出さねばなら

ない市民検討委員は土地が確保で

きるか否か曖昧なまま判断をせざ

るを得なくなりました。 
そもそも、平成１８年１２月２５

日の二枚橋衛生組合の正副管理者

会議の議事録の最後は以下のとお

りです。調布市長「調布市内に２箇

所の焼却工場が建てられる事は許

されない。（中略）、小金井市域内の

適切な場所に建設することも考え

られるのではないか（後略）」 
府中市長「府中市も調布市と同様

の立場である。」 
小金井市長「指摘の点も踏まえて

検討したい（後略）」 
また、平成１９年３月２２日調布

市議会は全会一致で二枚橋に関す

る決議を可決し、そのなかで「現在

地（二枚橋焼却場用地）での(焼却)
施設建設は信義に反するものと指

摘せざるを得ない。よって、小金井

市におかれては、自区内処理の原則

にのっとり、焼却場建設予定地の選 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定に当たることを強く求めるもの

である。」 
また、平成１９年３月９日八木議

員が、同１２月１０日大須賀議員が、

平成２０年３月７日鈴木議員が調

布市議会本会議の一般質問で二枚

橋問題を取り上げ、調布市長は「調

布市配分予定地につきましては、焼

却炉の建設はみとめることはでき

ない。」｢全会一致で示されました議

会の意思を尊重し、対応を進めてま

いります｣とおおむね同趣旨の答弁

を繰り返し行っています。 
 さらに平成 20年 5月１日には、
調布市のふじみ地区自治会等連合

会の代表の石坂さんから、市民検討

委員会委員長の平林様と小金井市

長稲葉様に「調布市地域を比較検討

の候補地からはずしてくださるこ

と、(中略)小金井、国分寺市共同の
施設は他市境界から極力距離をお

いて建設することを強く希望する

ものであります」との文書がよせら

れています 
これらの調布市議会、調布市長、

調布市民の声を聞きますと、小金井

市が昨年 6月に、調布市、府中市が
その土地を貸してくれる等の約束

がない状況下で、二枚橋焼却場用地

11500㎡を勝手に小金井市と、国分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺市の可燃ごみの共同処理場候補

地にして、市民検討委員会に提案し

たことが適正だったのかどうか考

えざるを得ません。少なくとも、提

案してから１年たった今年6月にな
っても、調布市、府中市から土地を

貸してくれる等の同意を得られな

かった時点で｢同地を候補地から外

す｣ことが常識ではないでしょうか。

それが近隣市に対する礼儀ではな

いでしょうか。他市の土地を含めて

勝手に候補地に選定する事は小金

井市および小金井市民の良識を疑

われることにならないでしょうか。

さらに、今のような、調布市や調布

議会や調布市民を無視したごみ行

政の進め方が小金井市のごみを迅

速に安定的に処理する道につなが

るのでしょうか。国分寺市をはじめ

として、広域支援をしていただいて

いる各市に支持をいただける政策

といえるのでしょうか。はなはだ疑

問です。よって私達は内外に「小金

井市は可燃ごみ処理行政を抜本的

に見直し、他市に迷惑を与えない新

ごみ政策を打ち出し、早急に市民が

安心して、恒常的に、ごみをだせる

ようにするべきだ」との声明をここ

に発表する次第です。 
2008年 6月 24日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 

 

 


